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地 域 に 根 ざ す障害児教育

《卒業論文要約}

社会教育ゼミ生年 J 11 岸 健 一

o まじめに

1 9 7 5年度養護学校義務設置を前にして‘障害児教育に立すする社会的関心が高まってきている。

とbわけ、 1 9 6 0年代後半以降、東京・京都・大阪等を中心として各地で障害児教育運動の取b

紐みが展開され、著しい進展をみぜてきている。

こうした背景には‘憲法・教育基本法K掲げられている「権利としての教育権」思想の拡がbと

共V亡、 6 0年代以降の高度経済成長vc伴念う交通災害・公害等によ b、障害児・者問題が決して他

人事では念くなってきたということ、更に教育への差別・選別的能力主義の反映によ b種kの矛盾

がもたらされ、これ又大きな社会問題と念ってきている、ということがある。

本卒論では、障害児教育の制度的保障を概観すると共に、教職員・父母を中心とした障害児教育

運動、と bわけその先駆的取 b組みとして京都府立与謝の海養護学校の実践を跡付けることによ b、

障害児教管の在 b方を模索してみた。

。教育権保 障の菌際的動向

障害児・者の教育権をも含めた発遠権保障の国際的取 b組みは‘戦後、国際連合を中心に取 b組

まれ、 1 9 4 8年のf世界人権宣言ム 1 9 5 9 j;ド「児童童の権利宣言」、 19 6 0年ユネスコ「教

育上の差別待遇反対κ関する条約 J、更に、 197U手「符神遅滞考の権利宣言 j等を採択する中

で、@全ての人々の発遠権保鶴、②必要かっ適切~手だての保様、③労働・教育・怒療・福祉等の

総合的保障、が基本的に確認された。

O 戦後日本の障害児教育

こうした中で、戦後我が留にないても、憲法・教育基本法の中で全ての児童の教育権が譲われ、

具体的に学校教湾法第 22・39条で「保護者の子女を按学さぜる義務Jを規定している。しかし

問時vc、ぞの義務の猶予・免徐も定められ、ぞれが党童福祉施設入所の条件であった。又、養護学

校の設置義務については、やっと 19 7 3年にi7 9年実施」の政令を出した次第である。

これらのことから、密害児の就学率は未だ 8割強にすぎず(表 1 )、 養護学校・特殊学級数の

増加数(表 2)に見合った形では、不就学者は滅少してい念い(表 3 )。 中でも、幼児教育・

後期中等教育は立ち遅れている(表 4)。

又‘不就学は、単vc教育機会を奪われているということに止まら左い影響を児童及び家庭生活κ

与えていることも無視できない。

1 960年代に入ると、日本経済は本格的念「高度成長Jの道を進む訳であるが、主に労働力政

策の短から「人的能力開発政策Jが唱えられる。とれは例えば、 19 6 3 j;手経済審議会「人的能力政

策に関する答申 J等にみられる。
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表 1 義務教育段階の心身障答児童・生徒推定数、就学者数なよび就学率 (1974)

心身障害害児童・生徒数 特殊教育諸学校、特抹学級就学者数 同友就学芸事 学校学級数

区 分 出(現労率) (人〉 (係)

視覚障答 .0..0 8.0 11.4.09 弘186
盲学校 3.883 

35.2 
7 7 校

特殊学級(※) 3.03 6.0学級

務覚障筈
養 寸ρムd日b 校 8.271 1.07 

.0.11.0 16.37 6 9.989 
※ 

61..0 
1.718 3.09 

精神薄弱
養護学校 14，.033 188 

2..0 7.0 3D 8，142 13.0，321 42.3 
※ 116.288 17.171 

肢体不自由
養護 学 校 13，582 119 

.0.18.0 26.7 95 1 5，7 7 4 
※ 

58.9 
2，192 365 

病弱・虚弱
養護学校 も.0.08 63 

.0.49.0 72，942 8，819 12.1 
※ 4.811 6.04 

言十
特殊教育諸学校 43.777 554 

2.93.0 436.164 169，.089 
※ 125，312 

38.8 
18.5.0 9 

言語障害 .0.33.0 49，124 岳，825 ※ 弘825 9.8 7 1.0 

情緒障害 .0.4 3.0 6岳，.01.0 2，578 ※ 2，578 4..0 461 

i同』 言十 8幽69.0
特殊教育諸学校 43.777 554 

549，298 176.442 
※ 132，715 

32.1 
19.68.0 

(注)1. 出典、昭和 49年度文部省特殊教育資料

2. 日本精神薄弱者福祉連盟編 t精神薄弱者問題白委 19 7 5年版.JJp. 2 2 6 

Z 盲・童基・養護学校数及び特殊学級数の推移一間・公・私立

養 護 で戸主'f-る 校 特殊学級
言十 盲学校 聾学校

精簿 神弱 殺不自体由IJ、計 病弱 ノj、 言十 小学校 中学校

196.0 川島 73 (3) 93(1.0) 43 (あ 17 (1) 14(2) 12 ( 2) 議第 2，.029 9.08 

65 3.04(33) 75 (2) 1.0.0 (7) 129 (24) 57 (3) 47(12) 25 ( 9) 8.527 5.484 3..043 

7.0 367(55) 73 (2) 1.02 (6) 192(47) 87(1") 76(22) 29 (11) 15.54.0 9.29.0 6.25.0 

74 485(69) 75 (2) 1.01 (6) 3.09(61) 164(24) 98 (21) 47(16) 19.68.0 12.548 7.132 

(注)1. ( )内の数は分校を示し、外数

2. 日本精神薄弱者福祉連盟編F精衿薄弱者問題白書 1975年版.JJp.24.o(第8表)
を合成
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この中でも触れられ

ている「教育VC:jõ~ける

能力主義 jは、「教育

投資論」の考え方と共

VC，中央教育審議会答

申にも基本的に寅ぬか

れている。

1 9 7 1年中教審答

申「今後になける学校

教青の総合的左拡充整

備のための基本的施策J

の中でも「市町村に対

して必要を収容力をも

っ精神簿弱児のための

特殊学級を設置する義

務を課すること Jとし

て触れられている特殊

学級(精神薄弱)にた

いて‘高 1Q児が存在

することは、 6 7:r.手の

文部省調査でも、 8人

VC1人は 1Q 7 6以

ーとの者であ b、4人

VC1人は「教育上特

表 3 学齢究室・生徒数(人〉

1960 65 70 7 5 

就 寸件以“与 者 18.516.858 15.765.181 14.247.047 15，1 72，1 0 2 

不 就学免除 9，187 9，685 9，770 5，584 

就 {就学猶予 17.811 12，698 11，513 7.504 
でAふ「ら

者 小言十 26.998 22，383 21.283 13β88 

就学 率( 効 99.85 99.86 99.85 99.91 

(注)W昭和 50年度我が圏の教育水準.np. 144-195 

告 特殊教育諸学校・特殊学級在学者数(人)

1960 65 70 7 5 

特
幼稚部 594 1.072 1.861 2，625 

殊 小学部 41.484 70.505 94.621 112，529 
教
予ぎ 中学部 19，557 44.185 67.755 8生643
諸

高等部寸Aみらー 8.979 10.225 12，206 16.120 

校
小言十 70.614 125.987 176.443 195.917 

小学校 24.406 5l.450 72β76 8生205

{中学校 10.430 30，221 52，971 48，164 

小計 34，836 81.671 125，647 132，369 

(注)W昭和 50年度我が園の教育水準.np. 250-251 

図 l 公立小学校特殊学級(精神薄弱〉に在籍ナる児童・生徒の

実態(程度男IJ構成比〉

在籍児童・生徒総数 96，701人(昭和 42.5. 1 ) 

「教育上特別な扱いを要する J r教育上特別な扱いを要し左い J
・生徒 76.7 %( 72.87 3人) 党重・生徒 25.3% ( 24，7 2 8人)

V 

別念扱いを要しないJ

者であることを指摘

している(鴎 1L
IQ40-49 IQ IQ 76-85 

e このことを、 6 1 

-7 4年VC:jõ~ける特

殊学級在級者増が精

神薄弱養護学校在学

者増の 8倍であるこ

と等と併せ考えると、

「普通学級Jから振

b落とされた子供が

76- 6.1 %( 5， 9 60 ) 

6.1 %( 5.9 5 8 ) IQ 5 0-75 85 

IQ 86-

1 Q20-3 9 52.0係(50，7 2 7) 10.1係 9.1係(8，917)
4.7%(弘600) (9，833) 

精薄の疑いなし

IQ -19 7，5%(7，323) 

1.8係(1，755)

不能工三 2.6 % ( 2， 5 2 8 ) 

(注)日本精神薄弱者福祉透綾編『精神薄弱者問題白書 196 9年版』

(日本文化科学社)p. 43 

入級していると想像される。

現実には、 r7 ・3教育体制 Jで有名念震はi県弘学カテスト全国ーを誇った香)1¥祭等VCぞの矛盾
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があらわれていた。

一方、日本教職員組合は、教研集会を中心とする取 b組みとして、 1 961年第 10回大会以来‘

「国民教育創造の運動 Jを掲げる中で、障害児教育を民主的な富良教育の一環として位置づけ、ぞ

れが対象・内容・方法にないて、障害VC応じた特別の手だて‘配慮、を必要とはするが、決して「特

殊念教育 Jでは念いことを確認していった。

この基本的な考え方は、 7 5年 5月、日教組の委嘱を受けた教育制度検討委員会が発表した「日

本の教育改革を求めて JVC生かされている。

又、 66年第 15次教研での提案・採択を受け、 6 7 'i手8月「全国麓害者問題研究会 jが結成さ

れ、当初の教育権保障中心から、「障害者の権利を守白、ぞの発達を正し〈保障することをめざす

研究運動は、教育権保障と他の 国 2 京都府就学猶予・免除の児童生徒数の推移(含京都市)

諸権利とを統一的に追求せざる

をえず、さらにまた障害児(者〉 人

の権利払ぞの家族・関係教職

員・地域住民の生活・労働・市 300 

民権と平等・対等な関係にお、い

て実現していかざるをえ念い J 2 50 

として、簿害者の権利保障運動
20 0 

を地域の住民的運動と結びつけ

て取 b組んできた。 1 5 0 

この視点は、例えば、東京都

Kないて 66年以降毎年開催さ 100 

れている「惨害者の医療と教育

と生活を守る都民集会 JV亡生か

されている。こうした中から、

東京都では、 7 4年 4月から全

国V亡先がけて、障害児のf希望

者全員入学 Jを果してきた。

又、京都府Vてないても‘時)11

m政の下で障害児の教育権保障

5 0 

370 

316 

324 322 

306 

270 

231 

175 

109 

95 

60 

会o 41 42 43 44 45 46 47 48 叫 50 51年
向 与 与 訪 み
隠 語封 書量問 の
がの の教 b 
丘海 海育 学
養養 養場j 級

議議 ・度 事語

学学 桃 発 設
校校 山足
隣調 介
設設 校

関

運動が取 b組まれ、次V亡述べる 設

与謝の海養護学校等が設立されるやで、 7 6年現在、就学猶予・免徐児鷺数は 60名へと減少して

いる(図 2)。

。地域に根 ざす障害児教育ー京都府立与謝の海養護学校の実践を通して一

まず、学校設立までの歩みを概観する。

1 9 5 1年、現在の与謝の海養護学校副校長である青木氏による「特殊学級Jを出発点として、

京都北部地方になける欝答見教育は勤評反対韓争の中で高まった。学級増設と共V亡、地域への理解
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を広める為、「特殊学級 j連合運動会、与謝地方障答見学級会開作品展等を取 b組む中で‘各校f親

の会Jが 61 年「与謝地方手をつ~ぐ殺の会」へと統一されていった。

5 8年「研究集会 jで「障害児学級に重度の子どもがいてうまく教育でき念いので、精神薄弱児

施設が必要であること Jが提起され‘一度は精薄路設設置特別委員会が設けられたが、むしろfす

べての子どもの教育権を守るためには、現行制度の中では養護学校の設置こそ必要ではないかJと

の意識変革を経る中で、養護学校設立運動κ取 b組んでいった。 64， ~手に f 養護学校設立連絡協議

会Jを結成‘空i1.6 5年には署名運動を取 b組む中で、「鶴害児学級裁の会Jを「障害児を守る殺の

会Jへと発展さぜ、よ b広範念毅達を綴織していった。

更に、障害害児問題を地域の課題とする取 b組みとして、 6 7年 8月「第 1思障害児，者を守る与

謝・丹後集会Jが関かれた。

6 7年 9月には各市町議会へ一斉誇駁すると共に、対府交渉を重ねていった。 62.1:手 2月急、拠知

事交渉がもたれ‘学校づく bへ向けて具体的念運動が動き出した。 3月には「第 B囲障害者を守る

与謝・丹後集会jが開かれ、真に障害児の発達を保障する学校づく bの為の研究運動を礁認してい

った。ぞ ζで養護学校調査団の派遣等、調査・学習を重ねると共V亡、 1 1月には「入学申請香運動J

K取 b組ん1む

工事現場から古墳が発掘された為、小・中・高同時発足は事実上不可能と在ったが、 69年 4月、

高等部男IJ科を仮校舎で開校し?と。このよう念中、与謝・丹後集会は、福知山・綾部・舞鶴をも含め、

「第 3回燈答児・者の生活と権利を守る京者向七部集会 Jとして、自治体の後援を得る中で開催され

た。受 70年 4月本格開校が実現し‘就学猶予・免除であった子 58名を含む 155名で、ここに

「すべての子どもの教育を保障する学校Jとしての取 b組みが開始されたのである。

日頃の教資実践活動の呉体的念内容VLつ

いては省略するが、以下、 7 5年度の取 b

組みを概観してみる。

まず、その集団編成VL必いては、発達に

なける集団の意義を重視し、基礎集団、発

達課題κ応じた多様な学習集盟等、量と質

の異念る複数集団を保障している(図 3)。

次に‘「全ての子どもに教育を保障するj

という理念に基づき、重度重複教育が取 b

組まれているが、ここには、障答の重い子

どもに視点をあてた教育を進める中で、全

ての子ども遠の人間として発達していく基

本的道筋がよ b明確にな払教育の中味が

重量かに左されるとの確認がある。

更に、学令での在家庭にある障害児VL学

籍をつけ、在籍校の教員が家庭訪問して教

育する訪問教育、欝害児と健体児が対等・

図 8 (例小学部〉

(集団編成)(学習領域)

盟

算

社

語

小学部集聞

(小学部全体〉

数

会

6つのグループe集団

(発達段階別)

理科

現表美術

表現音楽

からだ

しごと

あつま!J/ ~基礎集団
L. H. R"""-- (小学部たてわ!J) 

一一労働クラブ集団
労働クラブ---

(全校たてわ!J) 

一一体育クラブ集団
体育クラプーー一一←

(ィ、.!重複学部〉

ー♂全校集団
全校集会一一一

(震・小・中・高の全校)
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図 4

力日悦高文化祭交流会計甑審

S 5 0.4. 5 

生徒会指導者集団

1 白待昭和 50年 9月 18日(木) AM9:00~PM3:10 

2. 場所府立加悦谷高等学校

3. ねらい

(1)今回の交流会によ b11 友情と連管の輪 H をいっそう大きく広げる。

(2) ζれまでの交流会の中で築き上げてきた H 友情と連帝の輪 H をさらに深め、併せて相

互理解会深める。

(3) こうした交流をとぎれがちで念し日常的、継続的なものにしていく O

(4) この取 b組みによ b、さらに新しい課題を見い出さぜ、引き続いた取 b組みと念るよ

う発展させる。

(5) 文化的ま婆求を満たし、学ぶと同時氏、ぞの要求をさらに高め発展させる。

(め交流会を企画し、準備するという生徒?とちの自主的、主体的念取 b組みを通して自治

能力を高める。

4 日程と内容(略)

5. 指導と任務分按(略〉

図 5

第吉田青年学生のつどいへのよびかけ

与謝の海の創立 5周年をきねんして、はじめて「青年・学生のつどい Jがひらかれてから、

ことしで昔年尽にな bます。ことしも宮津・与謝・丹後・中丹の高校生、青年学級、共間作

業所の人たち、網野青年聞はまづめ支部の人たちが、実行委員会をつくってと bくみをすす

めてきました。

今までの「青年・学伎のつどい」ではフォ}クダンスをして楽しい交流のひとときをもっ

たb、分散会では、いろん;1人の話をきいた b しました。「仕喜葬場で人から『アかや~ wど

んくさい』といわれてつらかった Jという卒業生。「私もはたらきたいけど、しゅうしょく

するところが念かったらどうしよう Jという与謝の海の生徒。 f学校がなもしろく念いム

「よきのうみはどうしてみんな楽しそう念んや jという高校生…か互いになゃみを出し合う

中で、|可世代V亡生きている仲間のことがわか bかけてきました。ぞして、こん念機会をもっ

とζれからももとうと確認しあって「つどい Jをなわ bました。

ことしは、

(J)手をつ念ぎ、うたなう、そしてかた草あP う!

@ この場だけの友だちでなしもっと友だちをふやす念かまになろう!

というテーすでナすめたいと患います。

特に、分さん会の中κイモヤキ祭典を計画し、今までのように、障害者の問題を考え合っ

たb、なやみやむじゅんを出し合った bするとみもに、今1まで以上に楽しいふんいきの中で

交流を深めたいと思います。イモヤキをしながら、などった b、話し合った bして‘ イモヤ

キ祭典をぜいこうさぜたいと患っています。

ぜひ、第3白「青年・学空のつどい Jvてたくさん参加してください。
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図 6

よきのうみ養護学校 第 7囲体脊祭のどあんない

だんだん秋も深まってきました。み左さん、勉強や運動にはげんでいることと思います。

私たちは今年も体育祭を成功させるために、毎日がんばっています。

よきのうみの体育祭は、今年で第 7由自をむかえます。第自由までの反省の上にたって、今

年は、今まで以上に生徒会ぜんたいのと bくみにするため、生徒会本部と体育部をはじめ、文

化部、保健部、ぞうじ部や学部代表者で、実行委員会をつくってがんばっています。

私たちは.日頃の勉強の成果色青空のもとでカいっばい発表したいと忠、います。

ぜひ参加してくださるよう、なねがいします。

・10月5日(日)1 0時~

よきのうみ運動場κて(雨天の持、 6臼か 7日vcえんき)

.種目にいっしょ κ参加したい場合は

小学校は小学部、中学校は中学部、高校は高等部に、直接連絡してください。(場所や時

閣の都合で学部とのうち合わせができない他校は‘箆接種目には参加できませんのでど理解

ください。

・他校参加の種目は次のとかbです。

小学部…汽車どっこ

中学部…障害走

高等部・・-障害走

連絡しめきりは 30日(火)とします0

.テーマ「みんな仲間だ j

よきのうみ養護学校生徒会

第?自体育祭実行委員会
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参考:昭和 51卒、小学部(1-生組)夏休みの生活実態調査

会地域の活動 会あぞび (思収 36人)

家族以外の友だちと遊んだ日(いとこも含む)

O 臼 7人

1- 88 1岳

9 -1  6日 6

1 7 - 2 4，日 6

25-328 1 

33-生o日 .0

友だちと全然遊んでいない子ども
{兄弟だけ 5人
父母だけ 2 

家族、いと ζとだけ遊んだ子ども も人

参加者 13人 地蔵盆 5人

ラジオ体操 2 

守る会・親の会
4 

などの行事
なやこのつどい 1 

運動会 1 

子ども会 2 
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平等の立場にたち、学び合い、宵ち合うやで、よ b豊か友人関的発達をめざす共同教育がある。特

に共同教育は、学習の中、文化祭交流会(図 4 )、 「青年・学生のつどい J(図 5 )、体育祭

(図 6 )、 寄宿舎教脊の中でというように、いろいろな形で取 b組まれている。

ぞの他、進路保障の取 b紐みと共に、障害が重〈企業就職の盟難~考vc労働と集国を保障する場

としての共同作業所づく b‘卒業後のアフターケア・社会教育を保障する場としての青年学級づく

bと取 b組んできている。

今後の課題としては、第一に‘養護学校 79 ~手義務化によ!? r義務教育 Jを保障する展望が一定

開けてきた現在、卒業後の進絡を保障する取b組みがよ b一層主主要に念ること、第二に、夏休みの

生活実態調査(劉 7 )等から指摘されるように、子どもたちの居住している地域での日常的念集

間保障が考えられなければなら 7まい。

。ま と め

以上、京都府立与謝の海養護学校の実践を中心として‘障害児教育の在 b方をみてきたが、学校

設立へ向けた運動、更に共同教育の取 b組み等からも示唆されるように、ぞれは地域に根ざす教育

で念ければ念らず、今後ぞの内実を豊かにする具体的な叡 b組みを推進し左ければなら念い。

向、戦後障害児教育をめぐる動きが教育現場では如何に把握され、それに対処していったか、又

自治体行政との関わ !?vc沿いて今後3重要と念る行財政との絡みについては触れえ7まかったので、今

後の課題とする。
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